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令和８年度会計年度任用職員（パート職員）募集案内 

（低学年支援教員） 
 

１ 採用職種，採用予定人数，職務内容及び勤務地 
採 用 職 種 低学年支援教員 

採用予定人数 １名 

職 務 内 容 

・小学校１・２年生における，通常の学級に在籍する児童を対象とし

た生活及び学習の支援に関すること。 

・小学校１・２年生における，児童の校外学習等の引率の補助に関す

ること。 

・放課後に実施する補習授業に関すること。（この場合に限り，全て

の児童を対象とする） 

勤 務 地 柏市内小学校，教育委員会指導課 

 

２ 任期 

  令和８年５月１１日～令和８年８月３１日 
   ※１ 任用（採用）開始日から１月（１月の勤務日が１５日に満たない場合，１５日

に達する日まで）を条件付採用期間とし，勤務成績が良好ではない場合，正式採

用とはなりません。 

   ※２ 地方公務員法第２２条の２の「会計年度任用職員」としての採用です。年度ご

とに，客観的な能力の実証を経て採用を決定するため，翌年度の採用を約束する

ものではありません。 

 

３ 報酬・勤務条件等 
 (1) 報酬の時給単価：１，８６０円 

※要件に該当する場合，通勤費のほか，時間外勤務，休日勤務等に相当する報酬を支給 
 (2）勤務時間 
  ア 勤務時間：１日当たり７時間（時間外勤務：無） 
    （午前８時から午後４時３０分までのうち７時間とする。別に休憩時間は４５分） 
  イ 勤務日：１週間の勤務日数は原則５日とする。（月曜日から金曜日までのうち，勤

務表で定める日） 
  ウ 休日：土・日曜日・祝日・年末年始，学校休業日，別途配属先の長が定める振替休 

業日 
※休日及び長期休業期間中の学校行事による勤務は，ウにかかわらず，勤務日とする 

場合がある。 
※長期休業期間の勤務は原則なし。 

 (5) 休暇 
   特別休暇（忌引等）を付与する。 
 (6) 服務 
   地方公務員法の服務規定（守秘義務，職務専念義務等）が適用される。 

(7) 社会保険・雇用保険・労災保険 
   ア 社会保険（健康保険・厚生年金保険）の適用 有 
   イ 雇用保険の適用 有 
   ウ 労働者災害補償保険又は非常勤職員公務災害補償制度の適用 有 

 

４ 受験（応募）資格 
(1)  小学校又は中学校いずれかの教員免許状を所持していること。 

※ 免許状が休眠状態や失効状態にある方は，再授与等の手続きが完了し，現在有効な 

免許状であることを確認して下さい。 

(2) 心身ともに健康で，児童と共に身体を動かすことのできる体力があること。 

 (3) 地方公務員法第１６条に規定する欠格事項（下記枠内参照）に該当しないこと。 

ア 拘禁刑又は禁錮（こ）以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの方 



2 

 

イ 柏市において懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過しない方 

ウ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した方 

  ※ 年齢要件は，定めないものとする。 

 

５ 選考試験の実施日，実施場所，試験種目及び試験内容 
試 験 日 令和８年４月２７日（月） 詳細は，受験申込者に別途通知する。 

試 験 場 所 柏市沼南庁舎 

試験種目・ 

試験内容 

書類審査 
申込時に御提出いただく小論文「低学年児童の学校生活に

おいて私が支援できること」から審査する。 

個人面接 
採用する職に係る適格性等の有無について，人物面から審

査する。 

 

６ 申込（応募）方法 
 (1) 提出書類 

  ア 令和８年度会計年度任用職員選考受験申込書（写真を貼付） 

  イ 小論文「低学年児童の学校生活において私が支援できること」 

※ 学習面及び生活面の両方に言及しながら，どのように児童を支援していくか等を

記入。（A4 縦用紙に横書き１枚程度） 

  ウ 所持している教員免許状の写し（両面） 

    ※ 更新講習修了者は，更新講習修了確認証明書の写しも添付すること 

 (2) 申込受付期間 

   令和８年４月９日（木）から令和８年４月２２日（水） 

   郵送または直接ご持参ください。（期限内必着） 

 (3) 申込先 

   柏市教育委員会学校教育部指導課 

（〒２７７－８５０３ 柏市大島田４８番地１） 

 

７ 合格の決定及び採用 
 (1) 合格の通知 

   令和８年５月上旬頃に決定し，選考受験者に通知する。 

 (2) 採用時期及び採用する職 

   合格者は，令和８年５月１１日付けで，低学年支援教員として採用する。 

  

８ 注意事項 
(1) 採用（合格）の取消し 

   ４に掲げる受験（応募）資格がないこと又は受験申込書等の記載事項に虚偽若しくは

不正があったことが明らかになった場合，採用（合格）を取り消すものとする。 

 (2) こども性暴力防止法に基づく措置 

   令和８年１２月２５日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者によ

る児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（以下「こども性暴力防止法」

という。）に基づき，特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要と

なります（事業や担当，職種によっては，認定申請を行い，認定された場合。）。 

   特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）、こども性暴力防止法

に基づき、職種に係る業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。 

   これらの制度の施行を踏まえ、採用までの間に、誓約書等により特定性犯罪の前科の

有無を確認します。 

   この結果、特定性犯罪の前科を有することが判明した場合は、採用しないことがあり

ますので、あらかじめ御了承ください。 


